
○ 市町村国保の都道府県単位の共同事業（保険財政共同安定化事業）について、事業対象をすべて

財政運営の都道府県単位化の推進 【参考2‐1】

の医療費に拡大する。 【平成27年度】

※ 拠出割合は、医療費実績割50、被保険者割50とするが、都道府県が、市町村の意見を聴いて変更可能。

【現行】 【改正後】

高額医療費共同事業 (※1)
レセプト一件80万円超の医療費に関する共同事業

（※２）

都道府県単位の共同事業 都道府県単位の共同事業の拡大

高額医療費共同事業 (※1)
レセプト一件80万円超の医療費に関する共同事業

（※２）

高額医療費に対する
公費投入 （※5）

保険財政共同安定化事業(※1)

（※２）

保険財政共同安定化事業（※１）

（※２）
公費投入 （※5）

レセプト一件30万円超の医療費に関する
共同事業（※３）

すべての医療費に関する共同事業
（※４）

都道府県が、市町村の意見を聴
いて、広域化等支援方針（任意）に
定めることにより、①対象医療費の
拡大や②拠出割合の変更が可能

拠出割合は、医療費実績割50、被保険者
割50とするが、都道府県が、市町村の意

見を聴いて、広域化等支援方針（任意）に
定めることにより、変更可能。

拡大や②拠出割合の変更が可能

※１ いずれも、現在は、平成22年度から平成25年度までの暫定措置
※２ 医療費のうち80万円を超える額を対象としている。
※３ 30万円を超えるレセプトのうち、8万円（自己負担相当分）を控除した額を対象としている。
※４ 自己負担相当額等を除く。
※５ 市町村の拠出金に対して国及び都道府県が1/4ずつ負担している。
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都道府県単位の共同事業の仕組み

○ 都道府県内の市町村国保の医療費について、市町村国保の拠出により負担を共有する事業。

○ れ より 都道府県内 市町村国保 財政 安定化（毎年 療費 変動 よる財政 影響 緩和）及び

【参考2‐2】

○ これにより、都道府県内の市町村国保の財政の安定化（毎年の医療費の変動による財政への影響の緩和）及び
保険料の平準化（医療費の差による保険料の相違の緩和）が図られる。

※ 以下イメージ図で見ると、共同事業の実施により、市町村間の格差が最大１００ → ５０ に縮小する。

都道府県単位の共同事業

（事務：国民健康保険団体連合会）
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※医療給付費の実績（３年平均）と被保険者数に応じて拠出 5
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（１人当たり）




